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   前橋市公園条例の一部を改正する条例 

 

 前橋市公園条例（昭和３９年前橋市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

第１０条の２第１項第４号を次のように改める。 

 (4) 前橋公園の各公園施設（前橋市中央児童遊園及び臨江閣を除く。以下「前橋公

園の各公園施設」という。） 

 第１０条の２第５項中「における第７条」を「における第４条、第７条」に、「指 

定管理者は」と、第７条及び」を「指定管理者は」と、第４条第１項各号列記以外の

部分中「公園」とあるのは「指定管理者が管理する公園施設（前橋公園の各公園施設

に限る。以下この条において同じ。）」と、同条第４項及び第５項、第７条並びに」

に、「有料公園施設のうち指定管理者が管理する公園施設」と、」を「有料公園施設

のうち指定管理者が管理する公園施設」と、第４条第１項各号列記以外の部分、第２

項及び第３項並びに第８条第２項中」に、「第８条第２項の許可」を「第４条第１項

若しくは第３項の許可（前橋公園の各公園施設において当該指定管理者が行った許可

に限る。）又は第８条第２項の許可」に改める。 

 第１０条の３第１項中「別表第３」を「別表第１前橋公園の項、別表第３又は別表

第４第４条第１項に規定する行為をする場合の項」に、「荻窪公園の温水利用健康づ

くり施設の利用に係る料金（以下」を「それぞれ前橋公園の日本庭園和室若しくは野

外ステージ若しくは荻窪公園の温水利用健康づくり施設の利用に係る料金又は前橋公

園の各公園施設における第４条第１項に規定する行為（同条第３項の規定により許可

を受けた事項を変更する場合を含む。）に係る料金（以下これらを」に改め、同条第

３項中「荻窪公園の温水利用健康づくり施設」を「前橋公園の日本庭園和室若しくは

野外ステージ又は荻窪公園の温水利用健康づくり施設」に、「第１４条第１項及び第

１５条中「使用料」とあり、並びに」を「第１４条第１項及び第１５条中「使用料」

とあるのは「利用料金」と、第１３条第２項中「別表第４に掲げる区分に応じ同表に

定める額の使用料」とあるのは「利用料金（同条第１項又は第３項の規定による許可

を受けようとする場合に限る。）」と」に、「「利用料金」を「「荻窪公園の温水利



用健康づくり施設の利用に係る利用料金」に改める。 

 別表第２の２の２の項の表中「５，６５０円」を「１０，２６０円」に、「１，８

８０円」を「３，４２０円」に、「２，８２０円」を「５，１３０円」に、「９４０

円」を「１，７１０円」に改める。 

 別表第４備考中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 ２ 公園を占用する場合（使用の態様を勘案して市長が定める額とする場合を除

く。）における使用料の額は、この表の定めるところにより算定した額に１００

分の１１０を乗じて得た額とする。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 別表第４備考の改正規定 令和６年６月１日 

 (2) 別表第２の２の２の項の表の改正規定 令和６年７月１日 

２ 前項第１号に規定する規定の施行の際現に公園の占用の許可を得、かつ、当該許

可に係る使用料の納付がなされている者に係る当該使用料の額については、なお

従前の例による。 


